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（令和 5年 11 月改訂）

第 7章の 2 人身売買の罪

第 177 条の 2第 （2022 年改訂） ① スペイン国内において、または、スペイン

から、通過中、または、スペインに向けて、暴力、威嚇または詐術を用いて、また

は、スペイン人または外国人被害者の優位、困窮または脆弱の状況を濫用して、ま

たは、被害者を支配する者の同意を得るための代金または利益の授受によって、次

のなんらかの目的をもって、それらの人たちの上の支配の交換または移転を含め、

被害者を捕えた、運搬した、移送した、収容した、または、受け容れた者は、人身

売買犯として、5年から 8年の禁固刑に処せられる：

a) 労働または強制役務の賦課、奴隷状態、あるいは、奴隷、召使いまたは物乞い

と同様な業務遂行。

b) ポルノを含め、性的搾取。

c) 犯罪活動実行のための利用。

d) その人の身体臓器の摘出。

e) 強制婚姻の挙行。

問題になっている人が濫用に服する以外に他の実際的または受容可能な選択肢を有

しないとき、困窮または脆弱の状況が存する。

人身売買の被害者が未成年者のときは、未成年者との定期的かつ直接の接触を伴う、

報酬の有無にかかわらない、あらゆる職業、仕事または他の活動について個別的公

権剥奪刑を、科された自由剥奪刑の期間より 6年から 20 年を超える期間、科される。

② 前項の手段のなんらかに訴えないときでも、利用目的で未成年者について実行

されたときは、前項に規定されるなんらかの行為は人身売買とみなす。

③ 本条第 1項に規定される何らかの手段に訴えたときは、人身売買の被害者の同

意は重要ではない。

④ 次の場合、本条第 1項に規定される刑より 1段階高い刑が科される：

a) 犯罪対象者の生命、身体または精神を危険に置いた。

b) 被害者が疾病、妊娠、障害または人的状況の理由で特に脆弱である、または、

未成年者である。

c) 被害者が、その脆弱状態が武力紛争または人道的災害に由来する移動により引

き起こされた、または、悪化された人である。

2個以上の事由が伴った場合は、刑はその下限を上下限の差分の半分上回らせて科

される。

⑤ 犯罪行為を、当局（＊当局の人的範囲については第 24 条参照）、その職員また

は公務員の地位を用いて実行した者は、本条第 1項に規定される刑より 1段階高い

刑および 6年から 12 年の絶対的公権剥奪刑が科される。更に、本条第 4項に規定さ

れるなんらかの事由が伴った場合は、刑はその下限を上下限の差分の半分上回らせ

て科される。
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⑥ 有責者が、当該活動実現に従事する 2人以上の組織または団体に、一時的であ

っても、所属していたときは、本条第 1項の規定される刑より 1段階高い刑、およ

び、職業、職務、諸事業活動について（禁固）刑の期間で個別的公権剥奪刑が科さ

れる。更に、本条第 4項に規定されるなんらかの事由があった場合は、刑はその下

限を上下限の差分の半分上回らせて科される。本条第 5項に規定される事由があっ

た場合は、同項に規定される刑がその下限を上下限の差分の半分上回らせて科され

る。

当該組織または団体の長、管理者または責任者については、刑はその下限を上下限

の差分の半分上回らせて適用され、直上の段階の刑に上げることができる。いずれ

にしても、本条第 4項に規定されるなんらかの事由があった場合、または、本条第

5項に規定される事由があった場合は、刑は直上の段階の刑に上げられる。

⑦ 第 31 条の 2の規定に従って、法人が本条に含まれる犯罪に責任があるときは、

獲得した収益の 3倍から 5倍の罰金刑が科される。第 66 条の 2の規定に留意して、

裁判官または裁判所は、同様に、第 33 条第 7 項の b)から g)号に規定される刑を科

すことができる。

⑧ 人身売買罪を犯すための扇動、共謀および教唆は、対応する犯罪の刑より 1ま

たは 2段階低い刑に処せられる。

⑨ いずれにせよ、本条に規定される刑は、第 318 条の犯罪、および、対応する

（搾取）利用の構成犯罪を含めて、実際実行されたその他の犯罪に対応する刑を害

することなく、科される。

⑩ 本条に規定される犯罪と同様な性質の犯罪に対しての外国裁判官または裁判所

の有罪宣告は、先行する刑がスペイン法に従って抹消された、または、抹消され得

る場合を除いて、累犯の効果をもたらす。

⑪ 本法の一般規定の適用を害することなく、人身売買の被害者は、蒙った（搾

取）利用の状況下で犯した刑事違反に対する刑を、その刑事違反への参加が（被害

者が）服していた暴力、威嚇、詐術または濫用の状況の直接の結果であり、その状

況と実行された犯罪行為との間に相当な釣り合いがある場合は、免除される。


